
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

条　
　

例

○
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

　

条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
医
務
福
祉
課
）　

一

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
高
齢
者
及
び
障
害
者
の
自
立
と
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
福
祉
政
策
課
）　

二

　　

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
一
号

　
　
　

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

　
　
　

条
例

　

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

（
熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
熊
本
県
条
例
第
二
号
）
の

　

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
四
ハ
医
療
職
給
料
表　

の
備
考
中
「　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め

（三）

　

る
。

　

（
熊
本
県
准
看
護
婦
試
験
委
員
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

熊
本
県
准
看
護
婦
試
験
委
員
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
熊
本
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次

　

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

熊
本
県
准
看
護
師
試
験
委
員
条
例

　
　

第
一
条
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、
「
熊
本
県
准
看
護

　

婦
試
験
委
員
」
を
「
熊
本
県
准
看
護
師
試
験
委
員
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
条
第
三
項
第
三
号
中
「
看
護
婦
」
を
「
看
護
師
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

熊
本
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
熊
本
県
条
例
第
三
十
五
号
）

　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
五
条
中
「
看
護
婦
若
し
く
は
准
看
護
婦
又
は
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
る
職

　

員
」
を
「
看
護
師
又
は
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

熊
本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
熊
本
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

熊
本
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

　
　

第
一
条
中
「
保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
又
は
准
看
護
婦
」
を
「
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は

　

准
看
護
師
」
に
、
「
保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
及
び
准
看
護
婦
」
を
「
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

　

及
び
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
条
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
改
め
る
。

　
　

第
七
条
中
「
保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
又
は
准
看
護
婦
」
を
「
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は

　

准
看
護
師
」
に
、
「
保
健
婦
」
を
「
保
健
師
」
に
、
「
助
産
婦
」
を
「
助
産
師
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
収
入
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

熊
本
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　

改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
八
十
九
号
及
び
第
九
十
号
中
「
准
看
護
婦
又
は
准
看
護
士
」
を
「
准
看
護

　

師
」
に
改
め
、
同
項
第
九
十
一
号
中
「
准
看
護
婦
試
験
合
格
証
明
書
又
は
准
看
護
士
試
験
合
格
証
明
書
」

　

を
「
准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項
第
九
十
二
号
及
び
第
九
十
三
号
中
「
准
看
護
婦
免

　

許
証
又
は
准
看
護
士
免
許
証
」
を
「
准
看
護
師
免
許
証
」
に
改
め
る
。
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目　
　

次 

条　
　
　
　

例

保
健
婦
、
看
護
婦

保
健
師
、
看
護
師



　

（
熊
本
県
立
保
健
学
院
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

熊
本
県
立
保
健
学
院
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
熊
本
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　

に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
条
中
「
保
健
婦
」
を
「
保
健
師
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
熊
本
県
条
例

　

第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
三
の
項
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、
「
保
健
婦
助

　

産
婦
看
護
婦
法
施
行
令
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

熊
本
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
第
九
十
四
号
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、

　

「
准
看
護
婦
の
免
許
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く

　

准
看
護
士
の
免
許
」
を
「
准
看
護
師
の
免
許
」
に
、
「
准
看
護
婦
又
は
准
看
護
士
」
を
「
准
看
護
師
」

　

に
改
め
、
同
項
第
九
十
五
号
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、

　

「
准
看
護
婦
試
験
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く

　

准
看
護
士
試
験
」
を
「
准
看
護
師
試
験
」
に
、
「
准
看
護
婦
又
は
准
看
護
士
」
を
「
准
看
護
師
」
に
改

　

め
、
同
項
第
九
十
六
号
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、
「
准

　

看
護
婦
試
験
合
格
証
明
書
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
及
び
同
法

　

第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
准
看
護
士
試
験
合
格
証
明
書
」
を
「
准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
」
に
、

　

「
准
看
護
婦
試
験
合
格
証
明
書
又
は
准
看
護
士
試
験
合
格
証
明
書
」
を
「
准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
」

　

に
改
め
、
同
項
第
九
十
七
号
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
施
行
令
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

　

施
行
令
」
に
、
「
准
看
護
婦
免
許
証
又
は
准
看
護
士
免
許
証
」
を
「
准
看
護
師
免
許
証
」
に
改
め
、
同

　

項
第
九
十
八
号
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
施
行
令
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
」
に
、

　

「
准
看
護
婦
免
許
証
又
は
准
看
護
士
免
許
証
」
を
「
准
看
護
師
免
許
証
」
に
改
め
、
同
項
第
九
十
九
号

　

中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
施
行
令
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
附
則
第
二
項
に
お
い

　

て
準
用
す
る
同
令
」
に
改
め
、
同
項
第
百
号
か
ら
第
百
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦

　

法
施
行
令
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

熊
本
県
高
齢
者
及
び
障
害
者
の
自
立
と
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
六
号

　
　
　

熊
本
県
高
齢
者
及
び
障
害
者
の
自
立
と
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
高
齢
者
及
び
障
害
者
の
自
立
と
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
七
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
五
号
中
「
第
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
五
号
中
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
臨
時
措
置
法
」
を
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
」

に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四　

緑
資
源
公
団

　

五　

都
市
基
盤
整
備
公
団

　

第
十
二
条
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
四　

中
小
企
業
総
合
事
業
団

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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